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第５期地域福祉計画 策定方法 ※前回委員会資料より

第４期計画（現行）

地域福祉計画
（市）

地域福祉活動計画
（社協）

一冊の計画として策定

基本理念
一人ひとりの幸せと地域の理想を実現する富田林

基本目標１ 人と地域がつながっている
基本目標２ 地域を支える力が育まれている
基本目標３ 確実に支援が届いている
基本目標４ 安心できる環境

重点施策１・重点施策２

基本施策・個別施策 基本施策・個別施策

２

（増進型地域福祉）

地域福祉計画（市）
「理念」「しくみ」

地域福祉活動計画
（社協）

「民間相互の協働」
「住民の主体的な活動」

基本理念

基本目標

基本施策・個別施策

第５期計画

基本施策・個別施策

別の冊子として策定



計画骨子とは・・・≪施策の体系≫

•第５期地域福祉計画の全体像や要点、基本方針をまとめた「骨組み」

•地域福祉計画の「基本理念」「重点施策」「基本目標」「基本施策」

「個別施策」といった大切な根幹となる

•地域福祉計画は各福祉計画の上位計画に位置付けられ、富田林市の
福祉の理念と方向性を示すもの。

•施策の体系となる計画骨子の検討にあたっては、行政のみで決めるの
ではなく、様々な視点から「対話を前提とした議論」が必要です。

３



４

第４期計画（現行） 計画骨子≪施策の体系≫・・・計画P22

●基本理念
一人ひとりの幸せと地域の理想を実現する富田林

ポイント１

ポイント２

●重点施策
１．地域の理想の実現にむけた取組への支援
２．地域とともに創る重層的な相談支援体制

ポイント２

●基本目標
市と社協とで協議しながら、基本目標（案）を推進
委員会に提案します。

●個別施策・基本施策
事務局において庁内照会等をふまえ、（案）を作成
し、推進委員会に提案します。

事務局にて検討・提案

ポイント３

●増進型地域福祉の推進・・・第５計画においても継承

委員会での検討

ポイント３

ポイント１



計画骨子案の検討 基本理念について

第２期計画
（平成２４）年度～
２０１６（平成２８）年度

第３期計画

第４期計画

だれもが自分らしく安心して暮らせる福祉のまち・富田林
ー支え合う市民一人ひとりが主役のまちづくりー

２０１７（平成２９）年度～
２０２１（令和３）年度

増進型地域福祉づくり
～一人ひとりがその人らしい生き方を実現することのできる富田林～

２０２２（令和４）年度～
２０２６（令和８）年度

一人ひとりの幸せと地域の理想を実現する 富田林

増
進
型
地
域
福
祉

第５期計画 『 』２０２７（令和９）年度～
２０●●（令和●）年度

５



計画骨子案の検討 市×社会福祉協議会 ①校区交流会議について

◆校区交流会議に関わる中で、感じること

会議を重ねることで、市

や社協に求める会議でな

くなり、同じ参加者とし

て受け入れられてきた

今まで知らなかった地域

を知ることができ、人と

の関わりが増えた

行政職員として地域の方

とつながることができる

機会は大切

地域の方同士の話し合い

で進んでいく部分もあり、

有意義だと感じる

⚫校区交流会議の目的はまず「地域について参加者全員で話し合うこと」

⚫多様な分野とのつながり・つながる場所

⚫これからそれぞれの地域の可能性をどのように見いだしていくか

小野先生
より

◆校区交流会議 もっとこうなればいいな！

初めて参加する人にとっ

てもっとわかりやすい会

議になればいいな

「会議」と考えると難しい。

年１回でも「地域を語ろう

会」みたいな気軽な会

だったらいいな

もっと助成金が使いやす

かったらいいな
何にも属していない、住

民の方が自由に参加でき

ればいいな

イベントにとどまらない、

継続した取り組みになれ

ばいいな

地域のいろんな活動と一

緒にできたらいいな

６



計画骨子案の検討 市×社会福祉協議会計画骨子案の検討 市×社会福祉協議会 ②第５期計画どうする？

◆基本理念をどうするか？ ◆基本目標とどうするか？？ ◆重点施策をどうするか？？？

⚫ 基本的には第４期計画・活動計画の趣旨を尊重、継承

⚫ この間の地域福祉を取り巻く社会情勢を反映

⚫ 全社協「福祉ビジョン2025」を踏まえた素案（市社協）

孤独・孤立 課題の複雑化
「安心」の
再定義

身寄りのない
おひとり様

自分で決める
（意思決定）

多様化
（生き方・価値観）

共生・協働

「ともに」創るつながり 居場所

多様な主体
校区交流会議
×地域活動

災害

重層的な支援 権利擁護支援
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相談支援

地域とのつながり
や関係性づくりを
行う支援

福祉なんでも相談

校区・地
区

福祉委員
会

地域福祉
コーディネー

ター

CSW

校区プログラムの企画・実践

地域課題の共有と
地域の理想を追求す

る

校区交流会議

参加支援・アウトリーチ

地域づくり緩やかな見守り
・場の提供

早期の発見
・つなぎ

「〇〇×〇〇…×福祉」

地域づくりを土台に

地域課題の解決に向けた理想の状態
➤人と人、人と地域の多様なつながりを創出
➤幅広い世代からの地域活動の担い手の拡充
➤町会・自治会、企業や団体との連携・協働

「孤独・孤立対策」

富田林市がめざす増進型地域福祉ネットワーク
校区交流会議×重層的な相談支援体制 個別支援（重点２）地域づくり（重点１）
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計画骨子案の検討 基本理念について

第３期計画

第４期計画

２０１７（平成２９）年度～
２０２１（令和３）年度

増進型地域福祉づくり
～一人ひとりがその人らしい生き方を実現することのできる富田林～

２０２２（令和４）年度～
２０２６（令和８）年度

一人ひとりの幸せと地域の理想を実現する 富田林

増
進
型
地
域
福
祉

第５期計画
『 』２０２７（令和９）年度～

２０●●（令和●）年度

⚫ 一人ひとりの理想と多様な地域の理想を、ともに実現する 富田林
⚫ みんなでつくる ～人も地域も幸せになる とんだばやし～
⚫ 第４期計画の基本理念と同じでもよいのでは？

委員のみなさまのご意見をお願いいたします

９

＼変える？変えない？/



計画骨子案の検討

➢ 第４期計画の重点施策１、重点施策２を継承、発展

１．孤独・孤立対策「孤独・孤立をうまない地域づくりの推進」

▶校区交流会議の取り組みを進めながら、多様な地域活動、多様な分野とつながりながら福祉の

枠にとどまらない地域づくりを推進

▶官民連携による地域の見守りを構築する「増進型地域福祉プラットフォーム」の推進

２．包括的な支援体制の構築

▶重層的な相談支援体制のさらなる推進、切れ目ない支援

▶その人らしい生き方を支援する増進型アプローチの支援

３．権利擁護支援

▶成年後見制度の改正・見直しを踏まえた新しい権利擁護支援（意思決定支援の重視）

▶身寄りのない高齢者等への新たな支援体制

▶権利擁護支援に係る地域連携ネットワークの推進

増進型地域福祉の視点を基本とした地域共生社会の実現

行政として重点的に取り組むべきこと

１０


